
（
免
税
対
象
物
品
か
ら
除
か
れ
る
物
品
の
範
囲
）

（
海
軍
販
売
所
等
で
購
入
し
た
物
品
を
亡
失
し
た
場
合
の
免
税
手
続
）

第
三
十
七
条

法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品
は

第
三
十
七
条

法
第
八
十
六
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
八
条
第

、
次
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に

一

通
常
生
活
の
用
に
供
す
る
物
品
の
う
ち
食
品
類
、
飲
料
類
、
薬
品
類
、
化
粧
品

亡
失
証
明
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
出
港
地
の
所
轄
税
関
長
（
そ
の
者
が
同
条
第
一

類
そ
の
他
の
消
耗
品

項
に
規
定
す
る
免
税
購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
な
く
な
る
時
に
お

二

金
及
び
白
金
の
地
金
そ
の
他
通
常
生
活
の
用
に
供
し
な
い
も
の

け
る
そ
の
者
の
住
所
又
は
居
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名

二

亡
失
の
事
情
及
び
そ
の
場
所

三

当
該
物
品
の
購
入
の
年
月
日

四

当
該
物
品
の
品
名
並
び
に
品
名
ご
と
の
数
量
及
び
価
額

五

当
該
物
品
を
購
入
し
た
海
軍
販
売
所
等
（
施
行
令
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
海
軍
販
売
所
等
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

２

前
項
の
亡
失
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
そ
の
亡
失
の
場
所
の
最
寄
り
の
税
務
署
の
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名

二

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
海
軍
販
売
所
等
で
購
入
し
た
免
税
対
象
物
品
を
亡
失
し
た
場
合
の
免
税
手
続
等
）

（
海
軍
販
売
所
等
で
購
入
し
た
物
品
の
譲
渡
手
続
）

第
三
十
七
条
の
二

法
第
八
十
六
条
の
二
第
三
項
本
文
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
三
十
七
条
の
二

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
亡
失
証
明
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を

出
港
地
の
所
轄
税
関
長
（
そ
の
者
が
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
隊
の
構
成

員
等
で
な
く
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
な
く
な
る
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
住
所
又
は
居

所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名

二

亡
失
の
事
情
及
び
そ
の
場
所

三

当
該
免
税
対
象
物
品
（
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
物

品
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
購
入
の
年
月
日

四

当
該
免
税
対
象
物
品
の
品
名
並
び
に
品
名
ご
と
の
数
量
及
び
価
額

五

当
該
免
税
対
象
物
品
を
購
入
し
た
海
軍
販
売
所
等
（
法
第
八
十
六
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
海
軍
販
売
所
等
を
い
う
。
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

名
称
及
び
所
在
地
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２

前
項
の
亡
失
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
そ
の
亡
失
の
場
所
の
最
寄
り
の
税
務
署
の
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

提
出
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名

二

前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

３

法
第
八
十
六
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

法
第
八
十
六
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
八

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
免
税
対
象
物
品
の
所
在
場
所
の
所
轄
税
務

条
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
申
請
書
を
当
該
物
品
の
所
在
場
所
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

申
請
者
の
住
所
又
は
居
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お

一

申
請
者
の
住
所
又
は
居
所
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
の
四
に
お

五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
九
条
の
四
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号

い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し

を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
個
人
番
号
及
び
法
人
番
号
を
有
し

な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
）

二

当
該
免
税
対
象
物
品
の
所
在
場
所

二

当
該
物
品
の
所
在
場
所

三

当
該
免
税
対
象
物
品
の
購
入
の
年
月
日

三

当
該
物
品
の
購
入
の
年
月
日

四

当
該
免
税
対
象
物
品
の
品
名
並
び
に
品
名
ご
と
の
数
量
及
び
価
額

四

当
該
物
品
の
品
名
並
び
に
品
名
ご
と
の
数
量
及
び
価
額

五

当
該
免
税
対
象
物
品
を
購
入
し
た
海
軍
販
売
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

五

当
該
物
品
を
購
入
し
た
海
軍
販
売
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

六

当
該
免
税
対
象
物
品
の
法
第
八
十
六
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
譲
渡
又
は
譲

六

当
該
物
品
の
法
第
八
十
六
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
八

受
け
に
係
る
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

条
第
四
項
に
規
定
す
る
譲
渡
又
は
譲
受
け
に
係
る
者
の
住
所
又
は
居
所
及
び
氏
名

又
は
名
称

七
・
八

省

略

七
・
八

同

上

（
輸
出
取
引
等
の
証
明
書
類
等
の
保
存
期
間
の
特
例
）

（
輸
出
取
引
等
の
証
明
書
類
等
の
保
存
期
間
の
特
例
）

第
三
十
七
条
の
三

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け

第
三
十
七
条
の
三

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
消
費
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
三
号
）
の
規
定
の
適
用

る
消
費
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
三
号
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
令
第
五
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た

に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
五
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し

日
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
四
第

た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
四

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す

申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
八
条
第

る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
規
則
第
七

五
項
及
び
第
九
条
第
七
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税

条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
十
条
の
四
及
び
第
十
条
の
六
第
一
項
中
「
経

特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課

過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
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税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
同
令
第
十

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

六
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法

申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
同
規
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係

」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規

る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の

じ
。
）
」
と
、
同
令
第
十
九
条
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（

提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
規
則
第
十
九

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

条
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六

該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
同
令

条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に

第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税

規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
同
規
則
第
二
十
六
条
の
七
第
一
項

特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課

中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条

税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
四
項
に
お
い
て

の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規

同
じ
。
）
」
と
す
る
。

定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

（
日
本
国
籍
を
有
す
る
免
税
購
入
対
象
者
の
確
認
書
類
等
）

（
日
本
国
籍
を
有
す
る
免
税
購
入
対
象
者
の
確
認
書
類
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
四

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省

第
三
十
七
条
の
四
の
四

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
そ
の
者
が
最
後
に
入
国
し
た
日
ま
で
に
国
内
（
酒
税
法
の
施

令
で
定
め
る
書
類
は
、
そ
の
者
に
係
る
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若

行
地
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
地
域
に
引
き
続
き
二
年
以
上
住

し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
の
在
留
証
明
又
は

所
又
は
居
所
を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
確
認
が
で
き
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
第
二
号
及

戸
籍
の
附
票
の
写
し
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
が
最
後
に
入
国
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
六

び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
前
の
日
以
後
に

月
前
の
日
以
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す

る
転
出
の
予
定
年
月
日
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

二

領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の
事

務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
の
在
留
証
明

三

戸
籍
の
附
票
の
写
し

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旅
券
等
に
係
る
情
報

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
旅
券
等
に
係
る
情

は
、
旅
券
等
（
同
号
に
規
定
す
る
旅
券
等
を
い
う
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

報
は
、
旅
券
等
（
同
号
イ
に
規
定
す
る
旅
券
等
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
一
号
、
第

記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

三
十
七
条
の
四
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
四
の
九
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

氏
名
、
国
籍
、
生
年
月
日
、
在
留
資
格
及
び
上
陸
年
月
日

二

旅
券
等
の
種
類
及
び
旅
券
の
番
号
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３

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た

３

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ

情
報
は
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
当
該
書
類
の
名
称
及
び
当
該
書

た
情
報
は
、
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の

類
に
記
載
さ
れ
た
国
内
以
外
の
地
域
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
年

区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

月
日
に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

一

在
留
証
明

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

在
外
公
館
の
名
称

ロ

発
給
年
月
日

ハ

免
税
購
入
対
象
者
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
購
入
対

象
者
を
い
う
。
次
号
ロ
及
び
次
条
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
本
籍

ニ

発
給
番
号

二

戸
籍
の
附
票
の
写
し

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

作
成
年
月
日

ロ

免
税
購
入
対
象
者
の
本
籍

４

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め

る
書
類
は
、
同
号
に
規
定
す
る
運
送
契
約
に
係
る
契
約
書
の
写
し
（
当
該
運
送
契
約

を
締
結
し
た
年
月
日
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

５

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
と
は
、

当
該
免
税
酒
類
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
免
税
酒
類
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
二

号
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
七
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
税
率
の
適
用
区
分
（

品
目
を
含
む
。
第
三
十
七
条
の
四
の
八
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
九
に
お
い
て
同
じ

。
）
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
い
う
。

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
お
け
る
購
入
者
へ
の
説
明
事
項
）

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
五

第
三
十
七
条
の
四
の
五

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録

情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
行
う
輸
出
酒

類
販
売
場
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。

以
下
第
三
十
七
条
の
四
の
十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
当
該
輸
出
酒
類
販
売

場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
酒
類
製
造
者
が
消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
開
始
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提

出
す
る
と
き
（
当
該
開
始
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
と
当
該
輸
出
酒
類
販
売
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場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
と
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
開
始

届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三

届
出
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

四

当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
を
承
認
送
信
事
業

者
（
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
承
認
送
信
事
業
者
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
承
認
送
信
事
業
者
の
識
別
符
号
（
消

費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
識
別
符
号
を
い
う
。
）

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

２

前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
た
酒
類
製
造
者
は
、
当
該
届
出
書
に

記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
酒
類
製
造
者
が
消
費
税

法
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
併
せ
て
提
出
す
る
と
き
（
当
該
変
更
届
出
書
を
提

出
す
べ
き
税
務
署
長
と
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
と

が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
変
更
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
を
経

由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

当
該
変
更
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三

変
更
の
内
容

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

３

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は

、
国
税
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
電
子
計
算

機
か
ら
、
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
氏
名
又
は

名
称
を
明
ら
か
に
し
て
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
送
信
す
る
方
法
と
す
る
。

４

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提

供
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
形
式

に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
長
官
が
定
め
る
。

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省

５

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
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令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
長
の
確
認
は
、
免
税
対
象
酒

一

本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
又
は
免
税
購
入
対
象
者
で
な
く
な
る
際
に
、
そ
の
出
港

類
（
同
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
酒
類
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項

地
を
所
轄
す
る
税
関
長
又
は
そ
の
住
所
若
し
く
は
居
所
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
購
入
し
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際

務
署
長
に
そ
の
所
持
す
る
旅
券
等
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

の
出
港
地
を
所
轄
す
る
税
関
長
に
対
し
て
そ
の
所
持
す
る
旅
券
を
提
示
し
、
又
は

当
該
旅
券
に
係
る
情
報
を
提
供
し
て
受
け
る
も
の
で
あ
る
旨
及
び
免
税
購
入
対
象

者
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
購
入
対
象
者
を
い
う
。
）
は

、
当
該
税
関
長
の
求
め
に
応
じ
て
当
該
免
税
対
象
酒
類
を
提
示
で
き
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨

二

法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
税
関
長
の
確
認
を
受
け
た
免
税
対

二

免
税
酒
類
を
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
に
所
持
し
て
い
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
当

象
酒
類
を
遅
滞
な
く
輸
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
そ
れ
を
輸
出
し
な
か
つ

該
免
税
酒
類
の
移
出
に
つ
き
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り

た
場
合
に
は
当
該
免
税
対
象
酒
類
の
移
出
に
つ
き
同
項
の
規
定
に
よ
り
免
除
さ
れ

免
除
さ
れ
た
酒
税
額
に
相
当
す
る
額
を
徴
収
さ
れ
る
旨

た
酒
税
額
に
相
当
す
る
額
を
徴
収
さ
れ
、
か
つ
、
同
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り

刑
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨

６

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は

、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
書
類
と
す
る
。

７

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の

二
第
五
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
係
る
手
続
に
関
し
必
要
な
事

項
及
び
手
続
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

（
承
認
送
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
六

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
財
務
省

第
三
十
七
条
の
四
の
六

消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
は
施
行
令

令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
免
税
対
象
酒
類
の
税
率
の
適
用
区
分
（
品
目
を
含
む
。

第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
信
事
業
者
が
同
項
第

）
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
と
す
る
。

一
号
の
契
約
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る
場

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は

合
に
つ
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
施
行
令
第
四
十

、
国
税
庁
及
び
税
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ

六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
、
そ
れ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た

ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
第
一
項

電
子
計
算
機
か
ら
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
定
め
る
方
法
に
よ
り

中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第

輸
出
酒
類
販
売
場
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を

四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
」
と
、
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の

い
う
。
第
五
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る

経
営
す
る
酒
類
製
造
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
酒
類
購
入
記
録
情
報
（

輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
購
入
記
録

法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の

情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
五
項

条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法
と
す
る
。

に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
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３

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け
る

と
、
「
第
十
条
の
七
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
七
第

当
該
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁

三
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特

長
官
が
定
め
る
。

別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
七
項
に
規
定

あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
係
る
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
手
続
の
細

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
十
条
の
六
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
又
は
第
二
十
九
条
の

目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十

５

消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七

六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
承
認
送
信
事
業
者
に
よ
る

条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る

酒
類
購
入
記
録
情
報
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税

酒
類
製
造
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
及
び
税
関
確
認
情
報
（
同
条
第
三
項
に
規

法
施
行
規
則
第
十
条
の
六
第
一
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る

定
す
る
税
関
確
認
情
報
を
い
う
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
一
項
第
一
号
」
と
、

い
て
、
同
令
第
六
条
の
四
第
五
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税

「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「
購
入
記
録

特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十
六
条
の
八
の
二

情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ

購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規

る
。

定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
八

条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
」
と
、
「
次
項
及
び
第

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
お
け
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
等
の
保
存
等
）

九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項

第
三
十
七
条
の
四
の
七

消
費
税
法
施
行
規
則
第
七
条
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し

及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十

く
は
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
三
十
七
条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用

受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
に
よ
る
書
類
の
保
存

す
る
前
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
八
条

「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
（
同
条
第
七
項
に
規

税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。

定
す
る
輸
出
物
品
販
売
場
を
い
い
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
輸
出
物
品
販
売
場

）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
以
下
第
十
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の

事
業
者
は
、
令
第
十
八
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
同
条
第

は
「
当
該
酒
類
製
造
者
」
と
、
「
同
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
書
類
の
写
し
、
同
条
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
購
入
後

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」

に
お
い
て
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

け
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
同
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
購
入
し
た
日
か

ら
三
十
日
以
内
に
輸
出
す
る
旨
を
誓
約
す
る
書
類
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提

（
承
認
送
受
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

供
を
受
け
た
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
、
同
条
第
三
項
第
三
号
ロ
及
び
第
六
号
」
と

第
三
十
七
条
の
四
の
七

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
令
第

あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
受
信
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す

う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う

る
承
認
送
受
信
事
業
者
を
い
う
。
次
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
四
の
十
第
一
項
第
四

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法
第
二
条
第
四
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号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行
う
当
該
輸

項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

出
酒
類
販
売
場
に
係
る
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
酒
類
購
入

、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号
ロ
」
と
、
「
並

記
録
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規

び
に
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
購
入
記
録
情
報
（
令
第
十
八
条
の
四
第

則
第
九
条
第
四
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置

一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
同

法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
に
係
る
法
第

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
し
た
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類

八
条
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十

購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
同
令
第
四
十
六
条
の

七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ

八
の
二
第
十
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、

。
）
に
係
る
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
前
段
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ

「
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
消
費
税
法
」
と
、
「
納
税
地
又
は
当
該
譲
渡
に
係
る
輸

る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。

出
物
品
販
売
場
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
移
出
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
の

第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

所
在
地
又
は
当
該
酒
類
製
造
者
の
消
費
税
に
係
る
納
税
地
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し
く
は
第
二
十

令
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
七
項
の

九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

規
定
に
よ
り
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
、
又
は
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
後
段
の
規

含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認

定
に
よ
り
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条

送
受
信
事
業
者
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行
う
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
（
同

の
八
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
し
、
又
は
同
条
第
十

項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
第
三
十
七
条
の
四
の
十
第

一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ

一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
」
と

場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一

、
「
電
磁
的
記
録
又
は
こ
れ
ら
の
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録

項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
」
と

情
報
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情

、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
提
供
等
に
つ

報
」
と
、
「
市
中
輸
出
物
品
販
売
場
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
」
と
、
「

き
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を

事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
第
二
項
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し
く
は
第

営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
租

二
十
九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
）
」
と

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号
の
規
定

、
「
譲
渡
し
た
免
税
対
象
物
品
に
係
る
法
第
八
条
第
三
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
販

に
よ
り
免
税
酒
類
の
引
渡
し
を
受
け
た
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
（
同
号

売
す
る
た
め
に
移
出
し
た
免
税
対
象
酒
類
（
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定

に
規
定
す
る
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て

す
る
免
税
対
象
酒
類
を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
後
段
」
と

同
じ
。
）
に
よ
る
書
類
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費

、
「
納
税
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
製
造
者
の
消
費
税
に
係
る
納
税
地
」
と
読

税
法
施
行
規
則
第
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
六
号

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
三
項
第
二
号

」
と
、
「
免
税
対
象
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
免
税
酒
類
」

第
三
十
七
条
の
四
の
八
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
九

削
除

と
、
「
同
条
第
十
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
十
項
」
と
、
「
同
条
第
三
項
第
三

号
又
は
第
六
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
出
酒
類
販
売
場
で
購
入
し
た
酒
類
を
亡
失
し
た
場
合
の
免
税
手
続
）
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第
三
十
七
条
の
四
の
八

法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
本
文
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請
書
で
、
当
該
酒
類

の
税
率
の
適
用
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
を
付
記
し
た
も
の
に
申
請
者
の
旅

券
等
の
写
し
及
び
亡
失
証
明
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項

本
文
に
規
定
す
る
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
亡
失
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
で
、
当
該
酒
類
の
税
率
の
適
用
区
分
及
び
当
該
区
分

ご
と
の
数
量
を
付
記
し
た
も
の
に
そ
の
者
の
旅
券
等
の
写
し
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を

そ
の
亡
失
の
場
所
の
最
寄
り
の
税
務
署
の
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第

八
十
七
条
の
六
第
三
項
本
文
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運

送
事
業
者
は
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
書
で
、
当
該

酒
類
の
税
率
の
適
用
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
を
付
記
し
た
も
の
を
、
施
行

令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
八
十
七

条
の
六
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
消
費
税
に
係
る
納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
出
酒
類
販
売
場
で
購
入
し
た
酒
類
の
譲
渡
等
の
手
続
）

第
三
十
七
条
の
四
の
九

法
第
八
十
七
条
の
六
第
四
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
申
請
書
で
、
当
該
酒
類
の

税
率
の
適
用
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
を
付
記
し
た
も
の
に
申
請
者
の
旅
券

等
の
写
し
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
出
酒
類
販
売
場
の
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

（
輸
出
酒
類
販
売
場
の
許
可
申
請
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省

第
三
十
七
条
の
四
の
十

同

上

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

申
請
者
の
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

三

省

略

二

同

上

四

当
該
酒
類
の
製
造
場
に
係
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
に
係
る
事
務
を
承

認
送
受
信
事
業
者
に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
並
び
に
当
該
承
認

送
受
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
三
項
の
規
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定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
識
別
符
号

五

省

略

三

同

上

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

、
輸
出
酒
類
販
売
場
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
酒
類
の
製
造
場
の
敷
地
の
状
況
及

一

輸
出
酒
類
販
売
場
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
酒
類
の
製
造
場
の
敷
地
の
状
況

び
建
物
の
構
造
を
示
す
図
面
と
す
る
。

及
び
建
物
の
構
造
を
示
す
図
面

二

酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
に
使
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
内
容
を

記
載
し
た
書
類
（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
に
係
る
事
務
を
承
認
送
受
信
事

業
者
に
委
託
し
て
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
委
託
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し
）

３

輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
出
書
を
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
酒
類
製
造
者
が
消
費
税
法
施
行
規
則

第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
届
出
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
変
更
届
出
書
」
と

い
う
。
）
と
併
せ
て
提
出
す
る
と
き
（
当
該
変
更
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長

と
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
と
が
異
な
る
場
合
に
限

る
。
）
は
、
当
該
変
更
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

当
該
変
更
に
係
る
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三

変
更
の
内
容

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

４

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

二

法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す

る
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
輸
出
酒
類
販
売
場
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
の
届
出
書
の
記
載
事
項
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
一

削
除

第
三
十
七
条
の
四
の
十
一

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
四
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号
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二

法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
よ
う
と
す

る
輸
出
酒
類
販
売
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三

当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
の
許
可
を
受
け
た

年
月
日

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
消
費
税
法

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
消
費
税
法

施
行
規
則
の
規
定
の
準
用
）

施
行
規
則
の
規
定
の
準
用
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
二

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は

第
三
十
七
条
の
四
の
十
二

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は

、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二

、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
又
は
前
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る

第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
又
は
前
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
、
「
第
五
条

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
、
「
第
五
条

第
六
項
、
第
六
条
の
四
第
六
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十
六
条
第
六
項
、
第

第
六
項
、
第
七
条
第
三
項
、
第
十
条
の
六
第
三
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十

二
十
六
条
の
七
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
又
は
租
税
特
別

六
条
第
六
項
、
第
二
十
六
条
の
七
第
三
項
、
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
若
し
く
は
前

措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
四

条
第
九
項
又
は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号

項
（
外
国
公
館
等
で
あ
る
こ
と
の
証
明
等
）
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施

）
第
三
十
六
条
の
二
第
四
項
（
外
国
公
館
等
で
あ
る
こ
と
の
証
明
等
）
」
と
あ
る
の

行
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
四
第
六
項
」

は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
七
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

と
、
「
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

る
第
七
条
第
三
項
」
と
、
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項

す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
法

第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
特
定
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の

法
第
五
十
九
条
の

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第

二
第
三
項

二
第
一
項

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項

第
二
十
七
条
の

前
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七

二
第
四
項

条
の
四
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
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す
る
前
項

同
条
第
一
項
の
事

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第

業
者

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項
の
酒
類
製
造
者
（
租

税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号

に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

同
項

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項

そ
の
納
税
地

当
該
酒
類
製
造
者
が
経
営
す
る
輸
出
酒

類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十

七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒

類
販
売
場
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
所
在
地

提
出
し
て
い
る
場

提
出
し
て
い
る
場
合
、
又
は
同
令
第
三

合

十
七
条
の
四
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
読
替
え
前
の
こ
の
項
に
規
定
す
る

届
出
書
と
併
せ
て
当
該
届
出
書
を
提
出

す
べ
き
税
務
署
長
を
経
由
し
て
提
出
し

て
い
る
場
合
（
当
該
届
出
書
を
提
出
す

べ
き
税
務
署
長
と
当
該
輸
出
酒
類
販
売

場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
長
と

が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）

第
二
十
七
条
の

届
出
者
の
氏
名
又

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並

二
第
四
項
第
一

は
名
称
、
納
税
地

び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
法
人
番
号

号
、
第
五
項
第

及
び
法
人
番
号
（

一
号
及
び
第
六

法
人
番
号
を
有
し
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項
第
一
号

な
い
者
に
あ
つ
て

は
、
氏
名
又
は
名

称
及
び
納
税
地
）

第
二
十
七
条
の

前
項
の
事
業
者

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七

二
第
五
項

条
の
四
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
前
項
の
酒
類
製
造
者

法
第
五
十
九
条
の

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第

二
第
一
項

十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十

九
条
の
二
第
一
項

そ
の
納
税
地

当
該
酒
類
製
造
者
が
経
営
す
る
輸
出
酒

類
販
売
場
の
所
在
地

そ
の
提
出
が
あ
つ

そ
の
提
出
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
以

た
日
の
属
す
る
課

後
は
、
同
令
第
三
十
七
条
の
四
の
十
二

税
期
間
以
後
の
課

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

税
期
間
に
つ
い
て

は
、

第
二
十
七
条
の

前
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七

二
第
五
項
第
二

条
の
四
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

号

す
る
前
項

第
二
十
七
条
の

第
四
項
の
事
業
者

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七

二
第
六
項

条
の
四
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
四
項
の
酒
類
製
造
者

そ
の
納
税
地
を
所

当
該
酒
類
製
造
者
が
経
営
す
る
輸
出
酒

轄
す
る
税
務
署
長

類
販
売
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税
務

に
提
出
し
な
け
れ

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
酒
類
製
造
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者
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
読
替

え
前
の
こ
の
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を

併
せ
て
提
出
す
る
と
き
（
当
該
届
出
書

を
提
出
す
べ
き
税
務
署
長
と
当
該
輸
出

酒
類
販
売
場
の
所
在
地
を
所
轄
す
る
税

務
署
長
と
が
異
な
る
場
合
に
限
る
。
）

は
、
当
該
届
出
書
を
提
出
す
べ
き
税
務

署
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る

第
二
十
七
条
の

第
四
項

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七

二
第
六
項
第
二

条
の
四
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用

号

す
る
第
四
項

３

省

略

２

同

上

（
葉
た
ば
こ
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
直
接
加
熱
す
る
方
法
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
四

法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
直
接
加
熱
す
る
こ
と
は
、
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
に
係
る
喫
煙

用
具
の
熱
源
を
用
い
て
当
該
葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

六
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
次
条
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
原
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
た
も
の
を
直
接
加
熱
す
る
こ
と
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
五

法
第
八
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

定
め
る
も
の
は
、
フ
ィ
ル
タ
ー
（
当
該
フ
ィ
ル
タ
ー
に
次
に
掲
げ
る
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
除
く
。
）
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の
と
す
る
。

一

葉
た
ば
こ

二

加
熱
に
よ
り
蒸
気
と
な
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
香
味
を
付
け
る
こ
と
等
に
よ
り
喫
煙
の
効
用

に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
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（
貨
物
自
動
車
の
範
囲
）

（
貨
物
自
動
車
の
範
囲
）

第
四
十
条

施
行
令
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
自
動

第
四
十
条

施
行
令
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
自
動

車
登
録
規
則
別
表
第
二
の
自
動
車
の
範
囲
欄
の
１
及
び
４
に
掲
げ
る
貨
物
の
運
送
の

車
登
録
規
則
別
表
第
二
の
自
動
車
の
範
囲
欄
の
１
及
び
４
に
掲
げ
る
貨
物
の
運
送
の

用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の

用
に
供
す
る
普
通
自
動
車
又
は
小
型
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動
車
（
法
第
九
十
条
の

十
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
四
十
条
の
七
ま
で
に
お
い
て

十
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
次
条
か
ら
第
四
十
条
の
四
ま
で
、
第
四
十

同
じ
。
）
と
す
る
。

条
の
六
及
び
第
四
十
条
の
七
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

（
特
定
自
動
車
の
範
囲
）

第
四
十
条
の
三

削
除

第
四
十
条
の
三

施
行
令
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

自
動
車
は
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
離
島
に
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る
自
動
車
と
す
る
。
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